
 見附市斎場条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和８年１月２９日 

                    見附市長  稲 田  亮 

見附市規則第１号 

   見附市斎場条例施行規則の一部を改正する規則 

見附市斎場条例施行規則（平成5年規則第7号）の一部を次のように改正する。 

第２条中「別記第１号様式」の次に「または別記第２号様式」を加える。 

 第３条中「斎場使用許可証（別記第２号様式）」を「別記第３号様式または別

記第４号様式」に改める。 

 第４条中「別記第３号様式」を「別記第５号様式」に改める。 

別記第１号様式を次のように改める。 

  別記第１号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



別記第３号様式を次のように改め、同様式を別記第５号様式とする。 

  別記第５号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第５号様式の前に次の１様式を加える。 

  別記第４号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第２号様式を次のように改め、同様式を別記第３号様式とする。 

  別記第３号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第１号様式の次に次の１様式を加える。 

  別記第２号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年２月２４日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にある改正前の様式については、当分の間、これを使

用することができるものとする。 

 


